
　

　　　

　　

詳しくは融資窓口または
渉外担当者へお尋ねください。

（令和7年6月2日現在）

●元金均等分割返済、利息先取り（年1回・2回・4回返済
のいずれかを選択できます）

当金庫の会員となる資格を有する方で以下の（1）～（3）のすべてを満たす方
（１）業歴3年以上かつ税金の滞納がない方
（２）次の①～③のいずれかを満たす方

① 認定農業者（市町村の認定を得ている方）
② ・法人の場合…直近1年間の農業売上高が1,000万円以上の法人

・個人の場合…直近1年間の農業収入が200万円以上の方
③ ・法人の場合…直近1年間の農業売上高が総売上高の50％以上を占める法人

・個人の場合…直近1年間の農業所得が総所得の50％以上を占める方
（３）日本政策金融公庫の引受審査の承認を得られる方

＊保証人：法人の場合…平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」に則ります。
個人の場合…原則不要です。（後継者の保証は可）

●年2回返済の場合…2・8月または5・11月の各25日
●年4回返済の場合…2・5・8・11月の各25日

＊担 保：原則不要です。（当金庫に既に根抵当権が存在する場合は可）

●年1回返済の場合…2・5・8・11月のいずれかの各25日



① 認定農業者（市町村の認定を得ている方）

② ・法人の場合…直近1年間の農業売上高が1,000万円以上の法人

・個人の場合…直近1年間の農業収入が200万円以上の方

③ ・法人の場合…直近1年間の農業売上高が総売上高の50％以上を

   占める法人

・個人の場合…直近1年間の農業所得が総所得の50％以上を占め

   る方

・法人の場合…平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイ

   ドライン」に則ります。

・元金均等分割返済、利息先取り（年1回返済・年2回返済・年4回返済の



   いずれかを選択できます）



・年１回返済の場合…2・5・8・11月のいずれかの各25日返済

・年2回返済の場合…2・8月または5・11月の各25日返済

・年4回返済の場合…2・5・8・11月の各25日返済

・一部繰上返済、一括繰上返済、条件変更等を行った場合、所定の手数料が

   かかります。

・当初借入金額が1,000万円以上かつ融資期間が5年以上の場合は「期限前

   弁済に関する特約書」を差入れていただきます。

● 市場金利の変化により、本お取扱期間中に、金利を変更することがあります。

● 審査結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。

● ご返済条件の変更には所定の手数料がかかります。

● 店頭に「商品概要説明書」をご用意しております。

● ご返済の試算は、当金庫職員へお問い合わせください。

担 保 ・原則不要です。（当金庫に既に根抵当権が存在する場合は可）

ご 返 済 方 法

手 数 料 等 そ の 他

お 借 入 金 額 ・１００万円以上 ６，２５０万円以内（１０万円単位）

お 借 入 期 間 ・１年以上 ７年以内（据置期間1年以内） 但し、設備資金は10年以内

保 証 人

・個人の場合…原則不要です。（後継者の保証は可）

ご 利 用
い た だ け る 方

●当金庫の会員となる資格を有する方で以下の（1）～（3）のすべてを

（1）業歴3年以上かつ税金の滞納がない方

（2）次の①～③のいずれかを満たす方

（3）日本政策金融公庫の引受審査の承認を得られる方

   満たす方

お 取 扱 条 件

ご注意事項等


